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                    書類提出       評価結果の通知 

                     (自己評価結果等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北九州市（市長） 

 

◆事務局 

  子ども家庭局保育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆部会の設置 

（評価委員会委員で構成） 

 

 

 

 

 

 

       

調査結果の提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

※専門委員は他の委員と共に実地調査を

行う。 

※評価基準や仕組みなど事業実施に関す

る調査審議に専門委員は加わらない。 

施 設 

 

認可保育所 

 

地域型保育事業所 

  ・家庭的保育事業 

  ・小規模保育事業 

  ・地域型保育事業 

 
 

認可外保育施設※ 

※ 同様の基準で評価を希望する

場合には、評価の対象とする。  

この場合、評価結果の公表を行

う際に施設最低基準等を除く

保育サービスの質の評価であ

ることを明示する。 

市民（保護者等） 
【児童福祉施設等 

第三者評価委員会】 

構成：学識経験者、保育関係者、 

利用者など 

（委員１４名） 

 

①第三者評価基準の策定 

②評価方法の検討 

③実地調査方法の検討 

④評価結果の公表方法・内容の検討 

⑤評価の実施    など 

評価決定部会  

構成：学識経験者等 （委員４名） 

検討事項： 

実地調査部会による調査結果に基づ

き最終的な評価結果を決定 

実地調査部会 

◎保育所担当 

構成：学識経験者、保育経験者 

（委員８名・専門委員１０名） 

検討事項： 

評価基準に基づき実地調査を実施 

実地調査 

（専門委員１０名） 

 実地調査のみを行う。 

別紙３ 


